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船橋市教育委員会会議２月定例会会議録

１．日 時 平成２３年２月１６日（水）

開 会 午後４時００分

閉 会 午後５時１５分

２．場 所 教育委員室

３．出席委員 委 員 長 石 坂 展 代

委員長職務代理者 中 原 美 惠

委 員 篠 田 好 造

委 員 山 本 雅 章

教 育 長 石 毛 成 昌

４．出席職員 教育次長 西 﨑 勝 則

管理部長 石 井 雅 雄

学校教育部長 阿 部 裕

生涯学習部長 須 藤 元 夫

管理部参事兼総務課長 二 通 健 司

学校教育部参事兼

総合教育センター所長 魚 地 道 雄

財務課長 泉 對 弘 志

施設課長 千々和 祐 司

学務課長 松 田 重 人

指導課長 加 藤 邦 泰

保健体育課長 水 野 平 吾

社会教育課長 小 川 佳 之

文化課長 武 藤 三恵子

青少年課長 村 山 茂

生涯スポーツ課長 小 泉 秀 俊

船橋特別支援学校長 渡 邉 正 夫

船橋高等学校事務長 中 村 義 雄

総合教育センター教育支援室長 市 川 清 吾

西図書館長 井 上 等

財務課長補佐 内 海 隆 一

５．議 題

第１ 前回会議録の承認

第２ 議決事項

議案第１号 平成２３年度職員の人事異動方針について

議案第２号 平成２３年度船橋市一般会計予算（教育に関する事務に係る部分）について

議案第３号 平成２２年度船橋市一般会計補正予算（教育に関する事務に係る部分）について

議案第４号 船橋市都市公園条例等の一部を改正する条例について

第３ 臨時代理

報告第２号 職員の任免について

報告第３号 船橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について
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第４ 報告事項

（１）市立船橋高等学校

英語・日本語弁論大会の報告及び平成２２年度千葉県議会児童・生徒表彰について

（２）平成２２年度 船橋市小・中・特別支援学校児童生徒書写展覧会について

（３）平成２２年度 夢を育む虹のコンサートについて

（４）「第１８回千人の音楽祭」実施報告について

（５）第２９回船橋市小学生・女子駅伝競走大会の実施報告について

（６）その他

６．議事の内容

【委員長】

それでは、ただいまから教育委員会会議２月定例会を開会いたします。

初めに、会議録の承認についてお諮りします。

１月２０日に開催いたしました教育委員会会議１月定例会の会議録をコピーしてお手元にお配り

してございますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ございませんか。

【各委員】

異議なし。

【委員長】

異議なしと認めますので、当該会議録について承認いたします。

今回の教育委員会会議２月定例会の開催にあたりまして、会議を傍聴したい旨、１名より申し出

がありました。傍聴人を入場させてください。

（傍聴人入場）

【委員長】

傍聴人にお願いがございます。お渡しいたしました傍聴券の裏面に記載されております「傍聴人

の遵守事項」についてよく守っていただき、傍聴されるようお願いいたします。

それでは、議事に入りますが、議案第２号、議案第３号及び議案第４号については、船橋市教育

委員会会議規則第１４条第１項第４号の「市長又は議会に対する意見の申し出及び市長その他の関

係機関との協議等を必要とする事項」に該当しますので、非公開としたいと思います。

また、当該議案については、傍聴人に退席願いますことから、同規則第９条の規定により議事日

程の順序を変更することとし、当該議案を報告事項（６）の後に繰り下げたいと思います。

ご異議ございませんか。

【各委員】



3

異議なし。

【委員長】

異議なしと認めますので、そのようにいたします。

それでは、議事に入ります。

初めに、議案第１号について、総務課、説明願います。

【総務課長】

議案第１号「平成２３年度職員の人事異動方針について」ご説明いたします。

資料は、議案書の１ページからでございます。

前年度の人事異動方針から一部見直しを図ります。

変更箇所については、新旧対照表３ページをご覧ください。

人事異動方針の３のところですが、団塊の世代の退職への対応を考えた内容となっておりました

が、平成２１年度末をもっていわゆる団塊の世代の方が退職していることから、変更するものでご

ざいます。

また、４につきましては、内容の変更ではありませんが、わかりやすい表現となるよう、語句の

見直しを行いました。

他の項目につきましては、変更はございません。

船橋市教育委員会組織規則第３条の７号の規定に基づき、職員の人事の方針を定めることは会議

の議決事項となっておりますので、議案を提出するものでございます。

以上でございます。

【委員長】

ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【中原委員】

今、新旧対照表で団塊の世代の大量退職に対応した文言が不要になってきたという話でしたけれ

ども、この後半にある「若年職員を積極的に昇任させるとともに、管理監督者としての職務を経験

させる。」ということ自体が一般化してきたというか、実現しているというふうに人事上は理解して

いいんですか。

【総務課長】

以前にも職員の人事異動方針のときにご説明申し上げたのですが、実は職員の人事異動方針につ

きましては、教育委員会独自の異動方針というわけにはまいりません。市全体の異動を考えて人事

異動については行っておりますことから、職員課で作成しております人事異動方針と基本的には同

一のものになるように考えてございます。

３番につきましては、その団塊の世代に関する部分は職員課の人事異動方針にあったものですが、
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後のほうにつきましては、教育委員会オリジナルのものでございました。そういった面もありまし

て、今回見直すことに伴い、職員課の人事異動方針に今回見直す新しい３番の文言がそのままあっ

たものですから、整合をとる形で変更いたすものでございます。

【中原委員】

わかりました。

【山本委員】

以前たしか年功序列が悪いような、ちょっとそういうふうに受けとめるような書き方していたと

ころがあったので、年功序列もいいところもあるんだよというような発言をしたと思うんですけれ

ども、その文言はなくなっていますが、やはり今中原先生おっしゃったように、「意欲と熱意を持つ」、

これは決して悪いことではないので残しておいたほうがいいかなという気はするんですけれども、

いかがですか。

【総務課長】

このたび全体的に見直す中で、この古いほう、旧の３番をもう一度検討いたしましたところ、こ

の職務を経験させるということよりも実務を間違いなくこなすことのほうが大事ではないかとそう

いった議論に及びまして全面的に見直したものでございまして、もちろん優秀な若手職員を昇任さ

せるということを全くやめるということではございません。

【委員長】

よろしいですか。

そのほかございますでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

それでは、議案第１号「平成２３年度職員の人事異動方針について」を採決いたします。ご異議

ございませんか。

【各委員】

異議なし。

【委員長】

異議なしと認めます。議案第１号については、原案どおり可決いたしました。

続きまして、臨時代理の報告に入ります。
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初めに、報告第２号について、総務課、報告願います。

【総務課長】

報告第２号「職員の任免について」ご報告いたします。

資料は５ページでございます。

主幹以上の事務局職員及び教育機関の長の任免に当たっては、教育委員会会議において議決を得

るものでございますが、市長事務部局の内示日程等の関係で会議を招集する暇がございませんでし

た。船橋市教育委員会組織規則第３条の２第１項の規定により臨時代理を行ったものでございます。

内容につきましては、平成２３年２月１日付で配置換えする職員でございます。社会教育課副主

幹の塙和博が坪井公民館長へ変更となります。

以上でございます。

【委員長】

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

続きまして、報告第３号について、学務課、報告願います。

【学務課長】

本冊の資料７ページをご覧ください。

船橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則につきまして、船橋市

教育委員会組織規則第３条の２第２項によりご報告いたします。

平成２３年１月３１日付で馬込町の一部及び上山町３丁目の一部が住居表示されたことに伴いま

して、規定の整備を図るものでございます。

参考資料２の１ページをご覧ください。

実線破線で囲まれている地域が従前の馬込町でございます。そこの赤、黄色、青の部分が今回住

居表示の実施地域となりまして、それぞれ馬込西１丁目、２丁目、３丁目となりました。

同資料の２ページ、３ページをご覧ください。

同じく色の塗ってある地域が住居表示となりますので、変更となる地域のすべて小学校は法典東

小学校区、中学校は旭中学校区になります。

本冊の資料８ページにお戻りください。

船橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する新旧対照表になります。馬込町の一部が馬込西に

変更されましたので、通学区域表の変更は、馬込西１丁目から３丁目を加える変更になりました。

９ページにつきましては、これは旭中学校の新旧対照表になります。変更箇所は小学校と同じで
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ございます。

このように住居の表示のみを変更するものでございますので、通学区域そのものを変えるもので

はございません。

以上でございます。

【委員長】

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

続きまして、報告事項に入ります。

初めに、報告事項（１）について、学務課、報告願います。

【学務課長】

市立船橋高等学校英語弁論大会及び千葉県議会生徒表彰についてご報告いたします。

本冊資料１１ページをご覧ください。

千葉県高等学校教育研究会国際教育部会主催、第１４回英語・日本語弁論大会におきまして、市

船の普通科の留学教育コースに在籍しております２年生の若林真理さんと１年生の窪田彩夏さんが

弁論の部に出場いたしました。結果は、若林さんが第１位となり、来年度行われます関東甲信越静

地区大会に千葉県代表として出場をいたします。

次に、２月１０日に行われました平成２２年度千葉県議会児童・生徒表彰についてですが、これ

は毎年２月の県議会の開催に先立ちまして、学業及びスポーツの全国大会において最優秀の成績を

おさめた県内の学校に在籍する児童・生徒を表彰するものです。

今回は、２年生で体操競技部の野々村笙吾君と水泳部の平井彬嗣君が個人表彰をされました。団

体では、平成２２年度全国高等学校総合体育大会で優勝しましたサッカー部、第６５回国民体育大

会で少年男子団体総合第１位となりました体操競技部がそれぞれ表彰されました。

以上でございます。

【委員長】

ありがとうございました。

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

１点だけ質問させていただきます。

英語についてですけれども、この若林さんのお話になった内容がわかりましたら教えてください。

【学務課長】
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内容が「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｉｎ Ｎｅｅｄ」というタイトルで、会場を魅了したそうです。

【委員長】

ニードというのは、ｎｅｅｄですか。

【学務課長】

ｎｅｅｄです。

【委員長】

子どもにとって必要なことみたいな内容ですか。

【学務課長】

確認いたします。後でご報告いたします。すみません。

【中原委員】

とてもすばらしいことで立派ですよね。

【委員長】

留学コースにいらっしゃるということは、もともと英語の得意な方でいらっしゃった上に先生の

ご指導があってこういう結果になったということですね。

【学務課長】

そうでございます。

【委員長】

わかりました。ありがとうございました。

窪田さんのほうもわかっていたら教えてください。

【学務課長】

確認してご報告いたします。すみません。

【委員長】

続きまして、報告事項（２）及び報告事項（３）について、指導課、報告願います。

【指導課長】

本冊の１３ページをご覧ください。

平成２２年度船橋市小・中・特別支援学校児童生徒書写展覧会について、ご報告を申し上げます。
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先月１月２６日から３０日まで開催いたしました書写展についてでございます。

船橋市小・中・特別支援学校児童生徒書写展覧会は、平成１９年度から会場を市民ギャラリーに

移して開催をしております。本年度も市内の小・中・特別支援学校の国語科書写指導の一環として、

小学校１、２年生は硬筆の作品、３年生からは毛筆の作品、中学生は行書による作品を展示しまし

た。各学校の代表作品は、いずれも力作ぞろいで、毎年入賞者の選出はきわめて難しくなっており

ます。

大変静かなゆとりある空間で開催された４日間の期間中、来場者は１，６００名を超え、子ども

たちの作品にお褒めの言葉を寄せていただき、作品が展示された子どもたちからは、さらに励みと

なったという感想が多く集まりました。

書写展については、以上でございます。

続けて、１５ページ、平成２２年度夢を育む虹のコンサートについて、お知らせさせていただき

ます。

来月３月１２日土曜日に開催されます優秀校記念演奏会ですが、おかげさまで２１回目を迎えま

して、本年度も各種音楽コンクールで船橋を代表した学校が９校出演をいたします。年々市内の子

どもたちの音楽的な質の向上に伴いまして、数多くの学校が千葉県を代表するようになってきてお

ります。

優秀校記念演奏会も限られた時間の中で出演校を選出することが非常に困難な状況になってきて

おります。

教育委員の皆様におかれましては、大変お忙しいとは存じますが、ぜひ当日ホールにお越しいた

だきまして、子どもたちの熱演をお聞きいただければと思います。

以上で報告を終わります。

【委員長】

ありがとうございました。

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

続きまして、報告事項（４）について、文化課、報告願います。

【文化課長】

資料１７ページになります。

第１８回千人の音楽祭の報告です。

今年は会場の都合等によりまして、２月の音楽月間に先駆け、１月３０日の日曜日に開催いたし

ました。
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ここにございますように、「世界は、ふなばしから煌めき響く。」ということをテーマに開催した

わけですが、入場者、出演者合わせまして延べ５，０７９名の参加者数になりました。

委員の皆様にはお忙しい中、ご来場いただきましてありがとうございました。

当日、午前９時過ぎからお客様が並び始めまして、お天気はよかったんですけれども、風があり

ましたので、体感温度がかなり低く寒い中で開場をお待ちいただくことになりました。１２時の開

場前には約１，０００人の方にお並びいただきまして、１時開演前に２，３５０人の方がご入場さ

れた時点で入場制限をかけることになりました。外で５００人ほどの方にお待ちいただいたんです

が、１時間ほどで制限を解除しまして、全員の方にご入場いただきました。

ご来場の方々からは、すばらしいコンサートでしたというようなたくさんの感想をいただきまし

た。また、幾つかの課題も出ておりますので、これらの課題をこれから検討しまして、またよりよ

い千人の音楽祭に向けて努力していきたいと思っております。

以上です。

【委員長】

ありがとうございました。

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【篠田委員】

今、幾つかの課題とおっしゃいましたけれども、どういうことが出ているんですか。

【文化課長】

やはり外でお待ちいただくので、高齢の方から整理券を出すなどのいろいろな工夫はないかとい

うようなお声が寄せられました。今年から参加費を徴収したことについても、幾つかの意見をいた

だいております。

【篠田委員】

匿名の男性市民の方からご意見が来ていたようですけれども、だんだん評判もよくなっているコ

ンサートだからそういう表で待つ人も増えたんだと思いますし、実際のところやはり財政面から考

えて徴収をするということで、いろいろなことを言われるでしょうけれども、地道に理解をいただ

くように努力していただければいいのかなと思います。

大体、私はあれだけのコンサートを無料で聴けるということがちょっとおかしいなという気がし

ます。多少気持ちがあれば、それこそ募金箱でも置いておけばお金を出してもいいなという気持ち

になる人がいるのではないかと思うんです。そうでない人ももちろんいらっしゃると思うんですけ

れども、そういう方たちには、なるべく地道にご理解をいただけるようにしていっていただければ

と思います。

【委員長】
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文化課長なにかございますか。

【文化課長】

ご意見いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

【中原委員】

楽しませていただいて、今年は何よりうれしいのは、ああいう大きな会を実行委員の方たちが中

心となって先頭に立ち、市民の方たちがつくってくださったということで、本当に質がどんどん向

上してすばらしい会になっているということがとてもうれしいなというふうに思います。

もちろん職員の方たちもそれをちゃんとバックアップしながらやっていっているということだと

思いますので、それはありがたいなと思いますが、やはり実行委員会の存在が発展していっている

というところがうれしかったです。子どもたちがあれだけ力を発揮できる場を用意してあげられて

いるというのもとてもうれしかったです。

【山本委員】

私もこれまで４回ぐらい参観させていただいておりますが、やはりそれだけ観客を呼べるレベル

にもなっているのかなと思います。

小さいことですが、もともとは１，０００人ぐらいで始まったのかもしれないし、九十九里みた

いに大きいという意味で千人としたのかもしれませんが、今は５，０００人来ているから千人でな

く一万人の音楽祭と変えてもよいのではないでしょうか。ただの固有名詞として使っているんでし

たらいいのかもしれませんが、規模が大分大きくなっていますので、千人ではなくしてもいいのか

なという気がしました。

【文化課長】

スタート時点はきっと何百人からスタートした歴史があるとは思うんですが、実行委員会のほう

にその教育委員さんたちのご意見を伝えていきたいと思います。

【委員長】

もうこれだけの皆さんの参加とすばらしいいろいろなジャンルの演奏があったので、またその見

に来られた方に実力とか熱意が伝わったと思います。私も、千人の音楽祭と言わず船橋の音楽祭と

例えばですけれども、その名称を考えていただいてもいいのかなと思っておりました。追加させて

いただきます。

そのほかよろしいでしょうか。

【各委員】

なし。
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【委員長】

では、続きまして、報告事項（５）について、生涯スポーツ課、報告願います。

【生涯スポーツ課長】

報告事項（５）、第２９回船橋市小学生・女子駅伝競争大会について、報告いたします。

資料は別冊２をご覧いただきたいと思います。総合成績となっております。

第２９回船橋市小学生・女子駅伝競争大会は、先週の土曜日１２日に運動公園周回コースで１４

６チーム、１，０７０人の選手が出場し、小学生男子の部、小学生女子と一般の部、中学校と高等

学校の部の３レースが行われました。

前日からの雪のため開催が危ぶまれましたが、当日は雪もやみ、またコースも一部の作業を行い

ましたけれども、問題がないことを確認いたしまして、主管団体でございます船橋市陸上競技協会

と協議し、実施を決定いたしました。

今回は、陸上競技場が工事のため使用できませんので、野球場の周囲をそのコースとするなど、

例年とは異なるコース設定でしたが、混乱もなく、また大きな事故もなく、各チーム５人がたすき

をつなぎ、全員ゴールし、無事終了いたしました。

石坂教育委員長、篠田教育委員には大変寒い中、お越しいただきまして誠にありがとうございま

した。

成績につきましては、別冊２の総合成績をご参照いただきたいと思います。

以上です。

【委員長】

ありがとうございました。

ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

【山本委員】

私は仕事で行けなかったんですけれども、聞いたところによりますと、先生方が４時とか５時ぐ

らいから雪かきをされて、コース整理をしてくださったということで、本当に大変でしたし、ご苦

労さまでした。ありがとうございます。

【委員長】

続きまして、報告事項（６）その他で何か報告したい事項がある方がいらっしゃいましたらここ

で報告願います。

【西図書館長】

房総の浮世絵について、ご説明いたします。

西図書館では約５００点余りの浮世絵を所蔵しております。今回はこの中で房総に関する浮世絵

４５点を展示いたします。
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期間は３月２日から６日までです。

場所は、船橋市民ギャラリーの第１展示室で行います。

普段はなかなか展示できない本物の浮世絵を展示いたしますので、委員の皆様方におかれまして

も、鑑賞してくださるようよろしくお願いいたします。

以上でございます。

【委員長】

ありがとうございます。

期間中は全部７時までで、最終日は。

【西図書館長】

最終日だけ５時ということです。

【委員長】

木曜日とかも７時までですか。

【西図書館長】

はい。

【委員長】

そのほか何か報告したい事項はございますでしょうか。

では、私から１点またお話ししたいんですが、先日学校給食展がございまして、午後の実践発表

に参加させていただきました。本当に学校はいろいろな工夫をされていて、子どもたちにわかりや

すく指導されているなという実感でした。発表のあった学校の現状として、子どもたちの９割は朝

ご飯を食べていますけれども、そのうちの７５％は午前中眠いとかだるいとか、体調不良を訴える

そうなんです。そこに目をつけられて、栄養士の方は朝からバランスのとれた食事の提案、指導を

しておりまして、子どもたちはタンパク質ですとか、炭水化物ですとか、野菜ですとかをバランス

よく自分でメニューが組み立てられるぐらいになったということでした。ただ、それが家庭になか

なか伝わらないので、そこが悩みというか、課題だというふうにおっしゃっていました。

このような実践発表の場にもう少し保護者、地域の方が足を運べるように案内といいますか、Ｐ

Ｒといいますか、そういうのができないのかなという感想を持ちましたけれども、その辺はいかが

ですか。

【保健体育課長】

ありがとうございました。

１月２８日に展示会講演会、実践発表等が行われました学校給食展について、現在、参加した方

からのアンケートをまとめている最中で、３月には報告できると思います。市民の方、それから保
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護者もたくさん参加していますので、その声、また学校側の声をまとめているところです。掲示物

やホームページなどいろいろＰＲして、当初の予定どおり６００人ぐらい参加していただいたんで

すけれども、今、委員長おっしゃったように、今後さらに広められるような手だてを講じられたら

と考えているところです。また、まとめたものを次回の会議で報告させていただきますので、よろ

しくお願いします。

【委員長】

よろしくお願いいたします。

そのほかよろしいでしょうか。

【各委員】

なし。

【委員長】

それでは、先ほど非公開と決しました議案の審議に入りますので、傍聴人は退席願います。

（傍聴人退場）

【委員長】

それでは、議案第２号、議案第３号及び議案第４号の審議に入ります。

当該議案を審議するに当たり、はじめに総務課、説明願います。

【総務課長】

議案第２号から議案第４号までの３議案につきましては、市長が平成２３年第１回市議会定例会

に上程する議案を作成するに当たり、教育委員会に意見を求められましたことから、船橋市教育委

員会組織規則第３条第３号の規定に基づき、ご審議いただくものです。

なお、各議案につきましては、担当課から説明させていただきました後、ご審議をお願いしたい

と思います。

以上でございます。

【委員長】

それでは、議案第２号について、財務課、説明願います。

議案第２号「平成２３年度船橋市一般会計予算（教育に関する事務に係る部分）について」

は、財務課長から説明後審議に入り、全員異議なく原案どおり可決された。

【委員長】
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続きまして、議案第３号について、財務課、説明願います。

議案第３号「平成２２年度船橋市一般会計補正予算（教育に関する事務に係る部分）

について」は、財務課長から説明後審議に入り、全員異議なく原案どおり可決された。

【委員長】

続きまして、議案第４号について、生涯スポーツ課、説明願います。

議案第４号「船橋市都市公園条例等の一部を改正する条例について」は、生涯スポーツ

課長から説明後審議に入り、全員異議なく原案どおり可決された。

【篠田委員】

先ほど学区のことで、船橋市の丸山地区のところ、鎌ヶ谷市の中に船橋市の飛び地があるんです

けれども、ここのちょうど船橋市と鎌ヶ谷市に挟まれているところに住む就学児童はどのぐらいい

るんですか。

丸山１丁目、５丁目と馬込西１丁目のところのこの間の細いところの世帯数だとか、そこで就学

する児童の割合とかわかりますでしょうか。

【学務課長】

その辺の世帯数についてはこちらに資料がありませんので、後で確認させてください。

【篠田委員】

ずっと前から不思議な形なんですよね。この沿線の船取線も船橋市、鎌ヶ谷市、そしてまた船橋

市を通っていて、この辺のところは何か鎌ヶ谷市のこともあるのでしょうし、教育委員会とは関係

ないかもしれないけれども、その間に住んでいる方がいらっしゃるわけですよね。行政上、不都合

はないのでしょうか。何とかならないのかなと思っています。

【委員長】

よろしくお願いいたします。

そのほかよろしいですか。

【各委員】

なし。

【委員長】

それでは、予定しておりました議案の審議は終了いたしました。

これで教育委員会会議２月定例会を閉会いたします。


